
午　　前 午　　後 夜　　間 昼　　間 昼　　夜 全　　日

午前９時から 午後１時から 午後６時から 午前９時から 午後１時から 午前９時から

正 午 ま で 午後５時まで 午後10時まで 午後５時まで 午後10時まで 午後10時まで

円 円 円 円 円 円

4,860 7,230 9,720 12,090 16,950 19,540

 日曜日、土曜日

 及び休日

 日曜日、土曜日

 及び休日

 日曜日、土曜日

 及び休日

 日曜日、土曜日

 及び休日

640 640 640 1,290 1,290 1,940

備　　考

（1） 　「平日」とは、月曜日から金曜日まで（（2）に規定する休日を除く。）をいう。

（2） 　「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。

（3） 　「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場料の対価として徴収するものをいう。

（4） 　入場料の額に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。

（5） 　入場料を徴収しないでホールを営業活動のために使用する場合の使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで使用する場合の区

　分に従い、当該区分に定める額の100分の160に相当する額。その他施設を営業活動のために使用する場合の使用料の額も同様とす

　る。ただし、会議室を営業活動のために使用する場合の使用料の額は、100分の200に相当する額、美術展示室を営業活動のために

　使用する場合の使用料の額は、100分の300に相当する額とする。

（6） 　ホールを専ら練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額（（5）に該当する場合

　にあっては、（5）において算出された額）の100分の70に相当する額とする。

（7） 　許可された使用時間を超過して使用する場合の使用料の額は、超過1時間について、1に定める使用料の額を基準として市長が別に

　定める額（付属設備等の使用料を除く。）の100分の120に相当する額とする。

（8） 　（5）、（6）及び（7）において算出された使用料の額に10円未満の端数があるときは、切捨てる。

韮崎市文化ホール施設使用料
小　　ホ　　ー　　ル

35,740

33,910

27,210

28,720

20,520

19,440

15,660

16,520

42,120

24,300

25,380

31,420

33,150

41,360

39,200

48,700

21,060

22,030

25,480

24,190

30,020

12,090

12,630

15,010

15,660

19,330

20,410

15,220

14,470

17,920 24,190

8,960

9,390

11,550

12,200

小 ホ ー ル 楽 屋 

 3,000円を超える
 入場料を徴収して
 使用する場合

平　　   　　　日

6,040

6,260

7,770

8,200

10,260

9,720

12,090

2014.04.01

使　　　　　　　　　　　　　　用　　　　　　　　　　　　　　料

平　　   　　　日

平　　　   　　日

平　　　   　　日

区　　　　　　　分

 入場料を徴収しな
 いで使用する場合

 1,000円以下の入
 場料を徴収して使
 用する場合

小
　
　
ホ
　
　
ー

　
　
ル

 1,000円を超え
 3,000円以下の入
 場料を徴収して使
 用する場合


